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・入札事務を執行・総轄する機関 

〒920-8580 

石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 
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石川県発行印刷物への広告掲載に係る仕様書に記載 
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石川県発行印刷物への広告掲載に係る一般競争入札説明書 

 

この入札説明書は、令和 8 年度石川県発行印刷物への広告掲載に係る入札執行及び契約の締結につい

て、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を定めたものであり、入札参加希望者は以下の事項を了

解のうえ、入札書を提出されるようお願いします。 

 

1 広告を掲載することができる印刷物 

番号 印刷物名 グループ名 

1 財政のあらまし 

印刷物Ａ 

2 給与支給明細書 

3 石川県立美術館令和 9年度展覧会スケジュール 

4 石川県立美術館だより 

5 石川れきはく 

6 県政学習バス 

7 こどもの救急 

8 はくさん 

9 晴れたらいいね 

10 石川県広報誌「もっといしかわ」 － 

なお、詳細は石川県発行印刷物への広告掲載に係る仕様書（以下「仕様書」という。）に記載の 

とおりです。  

 

2 入札方法 

印刷物Ａ（番号 1から 9）と、番号 10それぞれ一括して入札に付するものとします。 

 

3 入札及び開札を行う日時及び場所 

グループ名

及び番号 
日時 場所 開札 

印刷物Ａ 
令和 8年 1月 26日（月） 

午後 2時 00分から入札 
金沢市鞍月 1丁目 1番地 

石川県庁行政庁舎 

6階 603会議室 

入札後、即時開札 

番号 10 
令和 8年 1月 26日（月） 

午後 2時 15分から入札 

 

4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができます。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

（2）平成 10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及

び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成 9年石川

県告示第 581号）に基づき、令和 7年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であ

ること。 

（3）指名停止措置を受けていない者であること。 

（4）石川県暴力団排除条例（平成 23年石川県条例第 20号。以下「条例」という。）第 2条第 1号に規

定する暴力団(以下｢暴力団｣という。)ではないこと及び以下に該当しない者であること。 

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店、営業所そ
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の他の事業所を代表する者をいう。以下同じ。)が、条例第 2条第 3号に規定する暴力団員(以下

「暴力団員」という。)である者 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用したことがある者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

5 入札の申込み 

（1）申込方法及び申込期間等 

この入札に参加するためには、事前の申込みが必要です。 

申込みは、持参又は郵送によるものとし、申込先及び申込期間は次のとおりとします。なお、郵

送の場合は簡易書留とし、かつ、「広告事業入札参加申込書」と明記してください。 

申込先 〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 

石川県総務部管財課資産活用室 

申込期間 令和 7年 12月 12日（金）から令和 8年 1月 21日（水）午後 5時まで 

（2）必要な書類 

一般競争入札参加申込書（別記様式 1） 

 

6 入札価格 

（1）入札価格については、各媒体の総額を記載してください。 

（2）落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加

算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたものとします。）

をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業務者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載

してください。 

 

7 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除します。 

 

8 入札日の持参品等 

（1）入札書（別記様式 2） 

      再度入札のための予備の入札書もご持参下さい。 

（2）委任状（別記様式 3） 

   競争入札参加者資格を有する者として登録されている代表者又は代理人以外のお名前及び印で

入札される場合は、入札ごとに委任状が必要です。 

（3）筆記用具 

（4）身分証明書（運転免許証等、本人または委任を受けた方と証明できるもの） 

（5）入札価格内訳書（別記様式 4） 

入札者は入札終了後に、入札価格内訳書を提出しなければなりません。 
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9 入札における注意事項 

別添「入札心得書」をよくお読みください。 

 

10 落札者の決定方法等 

（1）落札者は、予定価格以上の価格で最高の価格をもって有効な入札をした方とします。 

（2）入札金額が予定価格に達しなかったときは、直ちに、再度の入札を行います。 

 

11 契約の締結 

（1） 契約書は別添のとおりとし、落札者は、落札決定の日から 5日以内（入札日を算入し県の休日を

除く。）に契約を締結しなければなりません。 

（2）契約書（県保管用のもの 1 通）に貼付する収入印紙代など契約の締結及び履行に関する費用につ

いては、全て落札者の負担になります。 

 

12 入札又は開札の取り消し又は延期による損害 

天災その他のやむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争

性の実効がないと認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがあります。この

場合において、入札又は開札の取り消し又は延期による損害は、入札者の負担とします。 

 

13 落札結果の公表について 

  今回の落札結果については、以下の内容について公表することがあります。 

 （1）公表の時期 

    契約締結後、県が必要と認められる時期 

 （2）公表内容 

    ①当該入札媒体の名称 

    ②契約年月日 

    ③落札金額 

    ④契約相手方の名称 

 

14 その他 

（1）入札者が本件入札に関して要した費用は、すべて入札者の負担とします。 

（2）この入札案内書に定めのない事項については、すべて地方自治法、同法施行令、石川県財務規則

（昭和 38 年石川県規則第 67 号）、石川県広告事業要綱及び石川県広告事業掲載基準の定めるとこ

ろによります。 
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入札心得書 

 

第 1 条 入札参加者は、「石川県発行印刷物への広告掲載に係る一般競争入札説明書」、「石川県発行印

刷物への広告掲載に係る仕様書」、契約書案、石川県広告事業要綱及び石川県広告事業掲載基準（以

下、「入札説明書等」とする。）を熟読のうえ入札して下さい。 

2 入札説明書等について疑義があるときは、入札日の前日までに関係職員の説明を求めることができ

ます。 

 

第 2条 入札参加者は、入札に関し県の担当職員の指示に従って下さい。 

 

第 3 条 入札者は、「入札書（別記様式 2）」に所要の事項を記載し、所定の箇所に記名・押印のうえ封

かんし、入札者の氏名を明記し、所定の時刻に入札箱に投入してください。 

2 記載事項を訂正したときは、訂正箇所に訂正印（印鑑証明書の印）を押さなければなりません。た

だし、金額の訂正はできません。 

3 入札者が代理人である場合は、入札前に「委任状（別記様式 3）」を提出して下さい。 

4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはでき

ません。 

5 入札参加者は、入札に参加する者に必要な資格を有しない者を入札の代理人とすることはできませ

ん。 

 

第 4条 入札参加者が連合その他不正、不当な行為をなし、関係職員が入札の公正な執行を妨げるおそ

れがあると認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延期若しくは中止す

ることがあります。 

 

第 5条 次の各号の一に該当する入札書は、無効とします。 

（1）入札参加資格を有しない者がした入札書 

（2）入札参加申込みをしなかった者がした入札書 

（3）当該入札に対する同一人の 2以上の入札書 

（4）記名押印のない、又は判然としない入札書 

（5）入札金額その他の必要事項の記載がない入札書 

（6）入札公告において示される入札時刻に、入札箱に投入されなかった入札書 

（7）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書又は他事記載のある入札書 

（8）当該入札について他の入札者の代理人を兼ねた者又は 2 人以上の入札者の代理をした者の入札

書 

（9）委任状を持参しない代理人のした入札書 

（10）委任状の表示内容並びに押印のない、又は判然としない入札書 

（11）「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22年法律第 54号）に違反し、価格

又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書 

（12）再度入札に当たり、直前の入札の最高価格以下の入札書 

（13）郵送による入札書 

（14）その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

第 6条 入札者は、入札書を入札箱に投入した後は、その事由のいかんにかかわらず、その入札書の書

換え、引換え、又は撤回をすることはできません。 

 

第 7条 開札は、入札場所において入札後直ちに、入札参加者全員が立会の上行います。 

2 入札者は特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札、開札中は、入札場を退場す

ることができません。 
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第 8条 入札を行った者のうち、予定価格以上の価格で最高の価格をもって有効な入札したものを落札

者とします。 

 

第 9条 開札をした場合において、各人の入札金額が予定価格に達しなかったときは、直ちに再度の入

札を行うものとします。 

2 第 5条の規定により入札書が無効とされた者は、当該入札に再度参加することはできません。 

 

第 10 条 落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にく

じを引かせて落札者を決定します。 

2 前項の場合において、くじを引かないものがあるときは、これに代わって入札事務に関係のない職

員にくじを引かせます。 

 

第 11 条 入札をした者は、入札後、入札案内書等についての不知又は不明を理由として異議を申立て

ることはできません。 
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石川県発行印刷物への広告掲載に係る仕様書 

 

番号 印刷物名 グループ名 

1 財政のあらまし 

印刷物Ａ 

2 給与支給明細書 

3 石川県立美術館令和 9年度展覧会スケジュール 

4 石川県立美術館だより 

5 石川れきはく 

6 県政学習バス 

7 こどもの救急 

8 はくさん 

9 晴れたらいいね 

10 石川県広報誌「もっといしかわ」 － 
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1「財政のあらまし」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 財政のあらまし 

使用目的 毎年 2回にわたり、県政の主要施策と県財政の現状について公表 

規格 

（封筒） 

大きさ A4 

色 カラー 

紙質 再生マットコート 57.5㎏ 

体裁 40～55頁（表紙込）、両面 

発行頻度・時期 年 2回 No.157・・・令和 8年 6月 1日頃 

    No.158・・・令和 8年 12月 1日頃 

発行部数 （R7実績）No.155・・・900部 No.156・・・900部 

（R8予定）No.157・・・900部 No.158・・・900部 

配布方法 県内各市町、全国各都道府県等へ郵送及び、行政情報サービスセンター、県

の出先事務所等で配布 

配布対象者 主に行政機関（県出先機関、県議会、行政委員会、県内市町、都道府県等） 

備考 （参考）http://www.pref.ishikawa.lg.jp/zaisei/zaisei/index.html 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 裏表紙全体 

広告掲載サイズ 縦 29.0cm×横 21.0cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係） 

掲載方法に関する

注意事項 
1. 必ず広告と明示すること。 

2. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

1. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

2. No.157 は令和 8 年 4 月末、No.158 は令和 8 年 10 月末までに、広告の原

案を作成し、そのデータ及び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。

なお、広告を掲載することができなくなった場合も同様に県に連絡する

こと。 

3. No.157は令和 8年 5月 8日（金）、No.158は令和 8年 11月 4日（水）ま

でに、最終原稿を作成し、そのデータ及び紙媒体に印刷したものを県に

提出すること。それ以降は内容については変更できないものとする。 

その他 ― 

 

◆ 連絡先 

石川県 総務部 財政課 

所在地  〒920-8580  石川県金沢市鞍月 1-1 行政庁舎 5階 

連絡先  電話番号 076-225-1256 ／ FAX 076-225-1258 

電子メール zaisei@pref.ishikawa.lg.jp 

 

mailto:zaisei@pref.ishikawa.lg.jp
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「財政のあらまし」への広告掲載箇所 
 

1 媒体表紙 

 

 

2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

 

 

 

全面広告 
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2「給与支給明細書」への広告掲載仕様書 

 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 給与支給明細書 

使用目的 職員の給与支給明細書の交付に使用する。 

規格 

 

大きさ 縦 9.9cm×横 21.0cm 

色 1 色 

紙質 上質紙（キンマリ SW） 

体裁 ― 

発行頻度・時期 年 15回（例月給与 12回、期末手当 2回、改定差額 1回） 

Ｒ8年 5月～Ｒ9年 4月の 1年間 

発行部数 （Ｒ7実績、予定）約 256,500枚  

（Ｒ8予定）約 255,000枚  

発行部数は、実際の交付部数を保証するものではない。 

配布方法 毎月、交付対象職員に交付 

配布対象者 県職員 

備考 交付対象職員及びその配偶者等も閲覧する。 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 給与支給明細書裏面 

広告掲載サイズ 1 枠あたり縦 8.0cm×横 19.0cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する 

制限事項 

石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係） 

掲載方法に関する 

注意事項 
1. 必ず広告と明示すること。 

2. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

1. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

2. 令和 8年 2月 27日（金）までに、広告の原案を作成し、そのデータ及び

紙媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載すること

ができなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

3. 令和 8 年 3 月 6 日（金）までに、最終原稿を作成し、そのデータ及び紙

媒体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容については変

更できないものとする。 

その他 ― 

 

◆ 連絡先 

所属   石川県 総務部 管財課 資産活用室 

所在地  〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1-1 行政庁舎 6階 

連絡先  電話番号 076-225-1266 ／ FAX 076-225-1264 

電子メール e110900a@pref.ishikawa.lg.jp 
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「給与支給明細書」への広告掲載箇所 
 

1 媒体表面 

 
 

2 媒体裏面（広告掲載箇所） 

 

 

21.0cm 

9.9cm 

19.0cm 

 

 

 

 

広 告 

8.0cm 

 



11 

3「石川県立美術館令和 9年度展覧会スケジュール」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 石川県立美術館令和 9年度展覧会スケジュール 

使用目的 石川県立美術館で開催される展覧会のスケジュール及び内容、美術館の利用

案内、附属施設などを紹介する。 

規格 

（封筒） 

大きさ 縦 21.5cm×横 42.0cm 

色 カラー（両面） 

紙質 再生コート 76㎏ 

体裁 四つ折り 1枚 

発行頻度・時期 年 1回 R9年 2月中旬～下旬を予定 

発行部数 （R7予定）35,000枚 

（R8予定）30,000枚 

配布方法 友の会会員、関係団体へ郵送及び当館案内受付等での配布（自由持ち去り） 

配布対象者 石川県立美術館友の会会員、石川県立美術館協力者、県内各行政機関及び文

化施設、全国の美術館及び博物館、一般観覧者 

備考 展覧会の年間スケジュールが一目でわかる。 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 裏面下部に 1枠 

広告掲載サイズ 縦 2.0cm×横 4.0cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

1. 石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係）に従うこと。 

2. 美術団体、美術品を取り扱う業者、報道機関、美術館カフェと競合する 

  業種の広告は掲載不可。 

掲載方法に関する

注意事項 
3. 必ず広告と明示すること。 

4. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

4. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

5. 令和 9年 1月 13日（水）までに、広告の原案を作成し、そのデータ及び

紙媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載すること

ができなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

6. 令和 9年 1月 29日（金）までに、最終原稿を作成し、そのデータ及び紙

媒体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容については変

更できないものとする。 

その他 ― 

 

◆ 連絡先 

所属   石川県立美術館 総務課 

所在地  〒920-0963  石川県金沢市出羽町 2-1 

連絡先  電話番号 076-231-7580 ／ ＦＡＸ 076-224-9550 

電子メール ishibi@pref.ishikawa.lg.jp 
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「石川県立美術館令和 9 年度展覧会スケジュール」への広告掲載箇所 

1 媒体表紙                    2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

広 告 
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4「石川県立美術館だより」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 石川県立美術館だより 

使用目的 石川県立美術館で開催される展覧会の特集記事のほか、行事案内、所蔵品な

どを紹介する。 

規格 

（封筒） 

大きさ A4版 

色 カラー2頁、単色 6頁 

紙質 再生コート  50.5㎏ 

体裁 8 頁、A3二つ折り 2枚、のりなし 2穴 

発行頻度・時期 年 12回 毎月末を予定  

※5月号（R8年 4月末発行予定）から 4月号（R9年 3 月発行予定）まで 

発行部数 （R7実績、予定) 2,500部／回   

（R8予定）2,500部／回 

配布方法 郵送 

配布対象者 石川県立美術館友の会会員、石川県立美術館協力者、県内各行政機関及び文

化施設、全国の美術館及び博物館 

備考 美術館で開催される各種展示会の見どころや各種行事を紹介。 

（参考）https://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/ 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 原則、表 8面（裏表紙）下部に 2枠 

広告掲載サイズ 縦 3.0cm×横 6.5cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

1. 石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係）に従うこと。 

2． 美術団体、美術品を取り扱う業者、報道機関、美術館カフェと競合する 

業種の広告は掲載不可。 

掲載方法に関する

注意事項 
5. 必ず広告と明示すること。 

6. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

7. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

8. 発行月の前々月の 10日までに、広告の原案を作成し、そのデータ及び紙

媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載することが

できなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

9. 発行月の前々月の 20日までに、最終原稿を作成し、そのデータ及び紙媒

体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容については変更

できないものとする。 

その他 ― 

 

◆ 連絡先 

所属   石川県立美術館総務課 

所在地  〒920-0963  石川県金沢市出羽町 2-1 

連絡先  電話番号 076-231-7580 ／ FAX 076-224-9550 

電子メール ishibi@pref.ishikawa.lg.jp 
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「石川県立美術館だより」への広告掲載箇所 

 

1 媒体表紙 

 

 

2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

広告 広告 

 

裏表紙のうち、左記の広告部分 

（縦 3.0cm×横 13.0cm）を使用し、 

縦 3.0cm×横 6.5cm×2枠（又は 

縦 3.0cm×横 13.0cm×1枠）掲載 
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5「石川れきはく」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 石川れきはく 

使用目的 博物館事業への理解と関心を高め、施設利用を促進する。 

規格 

（封筒） 

大きさ Ａ4判 

色 カラー 

紙質 マットコート紙、菊判 62.5kg 

体裁 8 頁 

発行頻度・時期 年 4回（R8年 4月、7月、9月、12月を予定） 

発行部数 （Ｒ7実績、予定）1,100部／回 

（Ｒ8予定）1,100部／回 

配布方法 郵送または直接配布 

配布対象者 れきはくメイト（友の会）会員、学校、博物館、図書館その他の公共施設 

備考 博物館の行事、刊行物の案内や直近のニュースを記載 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 裏表紙 3段分のうち下 1段の右半分に 1枠 

広告掲載サイズ 縦 9.5cm×横 8.0cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

1.石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係） 

2.古物を取り扱う業者の広告は掲載不可。 

掲載方法に関する

注意事項 
7. 必ず広告と明示すること。 

8. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

10. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

11. 4月発行分は令和 8年 3月 6日（金）までに、その他発行分は発行月の 1

か月前までに広告の原案を作成し、そのデータ及び紙媒体に印刷したも

のを県に提出すること。なお、広告を掲載することができなくなった場

合も同様に県に連絡すること。 

12. 4 月発行分は令和 8 年 3 月 19 日（木）までに、その他の発行分は発行月

の 2 週間前までに、最終原稿を作成し、そのデータ及び紙媒体に印刷し

たものを県に提出すること。それ以降は内容については変更できないも

のとする。 

その他 ― 

 

◆ 連絡先 

所属   石川県立歴史博物館 

所在地  〒920-0963  石川県金沢市出羽町 3-1 

連絡先  電話番号 076-262-3236 ／ FAX 076-262-1836 

電子メール rekihaku@pref.ishikawa.lg.jp 

  

mailto:rekihaku@pref.ishikawa.lg.jp
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「石川れきはく」への広告掲載箇所 
 

1 媒体表紙 

 

 

2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

 

広告 
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6「県政学習バス」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 県政学習バス 

使用目的 県政及び男女共同参画施策への理解と関心を深めることを目的に発行するも

の。県の予算や各種データ等を掲載している。 

規格 

（封筒） 

大きさ Ａ4判 

色 2 色 

紙質 再生上質 48.5ｋｇ 

体裁 8 頁、中綴じ製本 

発行頻度・時期 年 1回 

R8年 4月予定 

発行部数 （Ｒ7実績）4,690部（Ｒ8予定）5,500部 

発行部数は、実際の配布部数を保証するものではない 

配布方法 手渡し 

配布対象者 県政学習バス参加者全員（子ども県政学習バスを除く） 

備考 「県政学習バス」概要 

参加団体：県内在住の女性団体や地域団体（地域婦人会、町内会、公民館等） 

参加人数：3,026人（R6実績） 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 裏表紙下段に 1枠 

広告掲載サイズ 1 枠あたり縦 8.4cm×横 18.3cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係） 

掲載方法に関する

注意事項 
9. 必ず広告と明示すること。 

10. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

13. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

14. 令和 8年 3月 18日（水）までに、広告の原案を作成し、そのデータ及び

紙媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載すること

ができなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

15. 令和 8 年 4 月 7 日（火）までに、最終原稿を作成し、そのデータ及び紙

媒体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容については変

更できないものとする。 

その他 石川県内の業者を優先すること 

 

◆ 連絡先 

所属   石川県 生活環境部 女性活躍・県民協働課 

所在地  〒920-8580  石川県金沢市鞍月 1-1 行政庁舎 8階 

連絡先  電話番号 076-225-1376 ／ FAX 076-225-1374 

電子メール danjo@pref.ishikawa.lg.jp 

mailto:danjo@pref.ishikawa.lg.jp
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「県政学習バス」への広告掲載箇所 
 

1 媒体表紙 

 

 

2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

 

広告 
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7「こどもの救急」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 こどもの救急 

使用目的 子どもの症状に応じた対応の目安や、県内の子どもの救急情報の記載により、

子どもの急病時における知識の普及啓発を図るもの。 

規格 

（封筒） 

大きさ B5 版 

色 全面カラー 

紙質 再生コート 

体裁 冊子 33頁、中綴じ製本 

発行頻度・時期 年 1回 R9年 2月頃発行予定 

（印刷後、県から市町へ郵送。市町から対象者への配布は年間を通して。） 

発行部数 （Ｒ7予定）7,500部（Ｒ8予定）6,750部 

発行部数は、実際の配布部数を保障するものではない 

配布方法 県から市町に郵送し、市町が実施する乳幼児健診等で保護者に手渡し 

配布対象者 乳幼児の保護者 

備考 （掲載 HP） 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/support/qqtel/documents/ 

kodomo.pdf 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 裏表紙の上半分に 1枠 

広告掲載サイズ 1 枠あたり縦 9.0cm×横 14.0cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係） 

掲載方法に関する

注意事項 
11. 必ず広告と明示すること。 

12. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

16. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

17. 原則として発行月の 1 カ月半前までに、広告の原案を作成し、そのデー

タ及び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載す

ることができなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

18. 原則として発行月の 1 カ月前までに、最終原稿を作成し、そのデータ及

び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容について

は変更できないものとする。 

その他 ― 

 

◆ 連絡先 

所属   石川県 健康福祉部 地域医療政策課 医療計画 G 

所在地  〒920-8580  石川県金沢市鞍月 1-1 行政庁舎 9階 

連絡先  電話番号 076-225-1468 ／ FAX 076-225-1434 

電子メール iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp 

mailto:iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp
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「こどもの救急」への広告掲載箇所 
 

1 媒体表紙 
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2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

 

14.0cm 

9.0cm 

14.0cm 

広 告 
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8「はくさん」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 はくさん 

使用目的 白山の豊かな自然や山麓での人々の暮らしなどについて解説する。 

規格 

（封筒） 

大きさ A4 判 

色 カラー 

紙質 再生コート菊判 48.5kg 

体裁 16 頁、中綴じ製本 

発行頻度・時期 年 3 回 夏、秋、冬（R8 年 7 月、10 月、1 月頃） 

発行部数 （R7 実績、予定）各号 1,500 部 （R8 予定）各号 1,500 部 

配布方法 各号発行後、県内施設へ配布するほか、希望者へ郵送 

配布対象者 県内公共施設、加賀地区学校、希望者、県外自然関連施設 

備考 （参考）https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/publish/index.html 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 裏表紙下部に 1 枠 

広告掲載サイズ 縦 5.0cm×横 16.0cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係） 

掲載方法に関する

注意事項 
13. 必ず広告と明示すること。 

14. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

1.広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断する

ために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービス等）

を、県に報告すること。 

2.夏発行分は令和 8 年 6 月 2 日（火）、秋発行分は令和 8 年 9 月 1 日（火）、

冬発行分は令和 8年 12月 1日（火）までに、広告の原案を作成し、そのデー

タ及び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載するこ

とができなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

3.夏発行分は令和 8年 6月 19日（金）、秋発行分は令和 8年 9月 18日（金）、

冬発行分は令和 8 年 12 月 18 日（金）までに、最終原稿を作成し、そのデー

タ及び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容について

は変更できないものとする。 

その他  

 

◆ 連絡先 

所属   石川県白山自然保護センター 

所在地  〒920-2326  石川県白山市木滑ヌ 4 

連絡先  電話番号 076-255-5321 ／ 076-255-5323 

電子メール  hakusan@pref.ishikawa.lg.jp

mailto:hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
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「はくさん」への広告掲載箇所 

 

1 媒体表紙 

 

 

2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

 

 

 

広告 
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9「晴れたらいいね」への広告掲載仕様書 

1 媒体の概要 

印刷物の名称 晴れたらいいね 

使用目的 農業者に有益な情報を提供することにより、経営発展、資質向上に資する。 

規格 

（封筒） 

大きさ Ａ4判 

色 1 色刷（表紙のみカラー） 

紙質 再生コート 50.5kg 

体裁 12 頁 折り製本 

発行頻度・時期 年 2回 

R8年 7月、R9年 3月を予定 

発行部数 （Ｒ7実績、予定）5，000部×2回＝10，000部 

（Ｒ8予定）3，000部×2回＝ 6，000部 

発行部数は、実際の配布部数を保証するものではない 

配布方法 関係機関への郵送、出先機関等経由で配布 

配布対象者 農業振興協議会会員、認定農業者、農業青年等県内の農業者 

備考 （参考）https://www.pref.ishikawa.lg.jp/nousei/suisin/haretaraiine.html 

 

2 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 最終頁奥付上部前面 1枠 

広告掲載サイズ 1 枠あたり縦 25.0cm×横 20.0cm 

 

3 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

石川県広告事業掲載基準（第 2条、第 4条関係） 

掲載方法に関する

注意事項 
15. 必ず広告と明示すること。 

16. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

19. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

20. 7月発行分は令和 8年 6月上旬、3月発行分は令和 9年 1月下旬までに、

広告の原案を作成し、そのデータ及び紙媒体に印刷したものを県に提出

すること。なお、広告を掲載することができなくなった場合も同様に県

に連絡すること。 

21. 7月発行分は令和 8年 7月上旬までに、3月発行分は令和 9年 2月下旬ま

でに、最終原稿を作成し、そのデータ及び紙媒体に印刷したものを県に

提出すること。それ以降は内容については変更できないものとする。 

その他  

 

◆ 連絡先 

所属   石川県 農林水産部 農業経営戦略課 

所在地  〒920-8580  石川県金沢市鞍月 1-1 行政庁舎 13階 

連絡先  電話番号 076-225-1613 ／ FAX 076-225-1618 

電子メール e210100@pref.ishikawa.lg.jp 

mailto:e210100@pref.ishikawa.lg.jp
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「晴れたらいいね」への広告掲載箇所 
 

1 媒体表紙 

 
 

2 媒体裏表紙（広告掲載箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告 
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１０ 石川県広報誌「もっといしかわ」への広告掲載仕様書 

１ 媒体の概要 

印刷物の名称 石川県広報誌「もっといしかわ」 

使用目的 県政への県民の理解と関心を高め、県政への参加を促進する県民向け広報誌 

規格 

（封筒） 

大きさ Ａ４判 

色 カラー 

誌面に合わせて、色味を調整する場合がある。 

紙質 上質紙 48.5kg 

体裁 16 頁、中綴じ製本 

発行頻度・時期 年４回（Ｒ８年６月、９月、12 月、Ｒ９年３月を予定） 

発行時期が変更になることがある。 

発行部数 （Ｒ７実績）夏季号 476,000 部、秋季号 477,000 部 

冬季号 477,000 部（予定）、春季号 477,000 部（予定） 

（Ｒ８予定）477,000 部×4＝1,908,000 部 

発行部数は、実際の配布部数を保証するものではない。 

配布方法 各号発行後 10 日以内にポスティングで配布 

配布対象者 県内全世帯 

備考 （参考）http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/kouhou/hot.html 
 
２ 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 12 面～15 面の中で、1/4 ページ×２枠（ページ４段組の下１段×２を想定） 

広告掲載サイズ １枠あたり縦 6.2cm×横 18.5cm 
 
３ 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

1. 石川県広告事業掲載基準（第２条、第４条関係） 

2. 病気、事故、死等に関する表現で、不快感、恐怖感等を起こさせる広告 

は掲載不可。 

3. 石川県の広報媒体であることから、広告主は、官公庁（国および地方公共 

団体の行政機関）もしくは、県内に事業所等（本社、支店、営業所、店舗 

等）を有する事業者とすること。 

4. 広告の色はモノクロとすること。 

掲載方法に関する

注意事項 
17. 必ず広告と明示すること。 

18. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

22. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

23. 原則として発行月の１カ月前までに、広告の原案を作成し、そのデータ

及び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載する

ことができなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

24. 原則として発行月の３週間前までに、最終原稿を作成し、そのデータ及

び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容について

は変更できないものとする。 

その他 WEB 上（ホームページやデジタルブック等）に広報誌を掲載する場合は、広

告欄は表示しないものとする。 
 
◆ 連絡先 

所属   石川県 総務部 知事室 戦略広報課 広報グループ 

所在地  〒920-8580  石川県金沢市鞍月 1-1 行政庁舎４階 

連絡先  電話番号 076-225-1239 ／ FAX 076-225-1363 

電子メール e130500b@pref.ishikawa.lg.jp 

 

mailto:e130500b@pref.ishikawa.lg.jp
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石川県広報誌「もっといしかわ」への広告掲載箇所 
 

１ 媒体表紙 

    

 

２ 広告掲載箇所   

  

 

 

 

 

 

広 告 

 

12面～15面の中で、1/4ページ 

（縦 6.2cm×横 18.5cm）を２枠掲載 

※ページ４段組の下１段×２枠を想定 

※広告の色はモノクロ 

 

広 告 
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（別記様式 1） 

令和  年  月  日 

一般競争入札参加申込書 

 

石川県知事 馳 浩 様 

 

所  在  地                    

名    称                    

代表者職氏名                    

 

石川県発行印刷物への広告掲載に係る一般競争入札について、参加申込みします。 

※ 本申込書を提出した後に参加を辞退される場合は、ご一報願います。 

 

入札に参加する県有施設のグループ（参加するグループすべてに○をつけること） 

入札に参加する印刷物のグループと一覧 参加 

印刷物Ａ 

財政のあらまし、給与支給明細書、石川県立美術館

令和 9 年度展覧会スケジュール、石川県立美術館だ

より、石川れきはく、県政学習バス、こどもの救急、 

はくさん、晴れたらいいね 

 

番号 10 石川県広報誌「もっといしかわ」 
 

 

連絡先 

部署・役職名  

フリガナ  

担当者氏名  

電話番号  

メールアドレス  



29 

 

（別記様式 2） 

入 札 書 

令和  年  月  日 

石川県知事 馳 浩 様 

所  在  地                    

名    称                    

代表者職氏名                印   

（※代理人の場合は、委任状の印鑑を使用してください。） 

 

石川県発行印刷物への広告掲載に係る一般競争入札について、入札案内書を承諾のうえ、

下記のとおり入札します。 

記 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

        

・金額の頭に「￥」を記入してください。 

・上記金額には、消費税及び地方消費費税は含みません。 

 

 入札する印刷物 

入札に参加する印刷物のグループと一覧 参加 

印刷物Ａ 

財政のあらまし、給与支給明細書、石川県立美術館

令和 9 年度展覧会スケジュール、石川県立美術館だ

より、石川れきはく、県政学習バス、こどもの救急、 

はくさん、晴れたらいいね 

 

番号 10 石川県広報誌「もっといしかわ」 
 

 

（注意）・参加される県有施設グループの「入札」の欄のいずれか一つに○をつけてくだ

さい。 

・複数の入札に参加される場合は、それぞれ別紙としてください 
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（別記様式 3） 

委 任 状 
 

代理人 住所 

 

氏名 

代理人使用印 

 

私は、上記の者を代理人と定め、下記の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 

記 

石川県発行印刷物への広告掲載に係る一般競争入札 

 

 

令和  年  月  日 

石川県知事 馳 浩 様 

委任者                 

所  在  地                 

    名    称                

    代表者職氏名             印   
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（別記様式 4） 

令和  年  月  日 

石川県発行印刷物への広告掲載に係る 

入札価格内訳書（印刷物 A） 

 

石川県知事 馳 浩 様 

所 在 地 

名 称 

代表者職氏名               印 

次のとおり広告媒体を評価します。 

入札価格  ￥            

広告媒体名 金 額（円） 摘 要 

財政のあらまし   

給与支給明細書   

石川県立美術館令和 9年度展覧会スケジュール   

石川県立美術館だより   

石川れきはく   

県政学習バス   

こどもの救急   

はくさん   

晴れたらいいね   

※金額には消費税及び地方消費税は含みません。 
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広 告 掲 載 契 約 書 

 

 

1 契約の名称  石川県発行印刷物Ａへの広告掲載に係る契約 

 

2 契約期間   契約締結日から全ての印刷物の発行が終了する日まで 

 

 

3 契約金額 ￥                

 （うち消費税及び地方消費税額 ￥        ） 

 

4 契約保証金 免除 

 

 

石川県（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、甲の発行する印刷物〔「財政の

あらまし」、「給与支給明細書」、「石川県立美術館令和9年度展覧会スケジュール」、「石川県立美術

館だより」、「石川れきはく」、「県政学習バス」、「こどもの救急」、「はくさん」及び「晴れたらいい

ね」（以下「印刷物9媒体」という。）〕に乙が甲に提出する広告を掲載することについて次の条項に

よって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 

 

 

令和8年  月  日 

 

甲  石 川 県 

 

石 川 県 知 事  馳   浩 

 

 

乙  所 在 地 

 

   名 称 

 

代 表 者 職 氏 名 

収入 

印紙 
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本契約に基づき、乙が印刷物9媒体に掲載できる広告の規格、内容及び掲載方法については、「石川県

広告事業要綱」及び「石川県広告事業掲載基準」（以下「要綱等」という。）並びに石川県発行印刷物

への広告掲載に係る仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 

 

（広告原稿の作成及び掲載） 

第1条 乙は、印刷物9媒体に対して広告掲載を希望する広告主を募集するとともに、広告原稿を作成し

て甲に提出するものとする。 

2 甲は、仕様書に基づき、乙が提出した広告原稿を印刷物9媒体に掲載するものとする。 

3 乙は、提出する広告原稿について、事前に甲の承諾を得るものとする。 

4 乙は、各印刷物について甲の定める日までに、甲の定める形式で、甲の定める場所に広告原稿を提

出する。 

5 乙が前二項に掲げることを行わない場合には、乙は広告を掲載できないものとする。この場合にお

いて、甲は乙が広告を掲載することができなくなった箇所に、甲が指定するものを掲載することがで

きる。 

6 乙は、本契約の履行に関して、甲から必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速やか

にこれに応じなければならない。 

7 広告原稿作成に係る全ての費用は乙が負担するものとする。 

 

（広告掲載料） 

第2条 乙は、甲に提出した第16条に定める広告掲載料明細書に基づき、甲が発行する納入通知書によ

り、次のとおり甲に広告掲載料を支払うものとする。なお、納期の末日が日曜日及び土曜日の場合そ

の直近の金曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合その前日、12月29日から1月3日の場

合12月28日とする。 

印刷物 支払期日 

「給与支給明細書」、「石川県立美術館令和9年度展覧会ス

ケジュール」、「県政学習バス」、「こどもの救急」 

発行された日から30日以内に支払う。 

「財政のあらまし」、「石川県立美術館だより」、「石川れき

はく」、「はくさん」、「晴れたらいいね」 

発行された号の分につき、発行された日 

から30日以内に支払う。 

2 乙が広告原稿を甲に提出しなかった場合その他乙の責めに帰すべき事由により広告を掲載できなか

ったときは、乙は、甲に対し、広告掲載料の減額請求、損害賠償請求その他一切の請求を行うことが

できない。 

3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により乙が作成した広告が掲載されなかったときは、甲に対し、第

16条に定める広告掲載料明細書により乙が評価した広告掲載料に基づいて、当該印刷物広告が掲載さ

れなかった当該号分又は発行部数に係る広告掲載料の減額を、甲乙協議のうえ、請求することができ

る。 

 

（広告掲載確認書） 

第3条 甲は、印刷物9媒体について、印刷物広告掲載確認書を作成し、乙に送付するものとする。作成

する日は、次のとおりとする。 

印刷物 作成日 

「給与支給明細書」、「石川県立美術館令和9年度展覧会ス

ケジュール」、「県政学習バス」、「こどもの救急」 

発行された日 

「財政のあらまし」、「石川県立美術館だより」、「石川れき

はく」、「はくさん」、「晴れたらいいね」 

各号が発行された日 

 

（仕様書の変更） 

第4条 甲は、必要があると認めるときは甲乙協議のうえ、仕様書の内容を変更することができる。 

2 乙は、仕様書の不備、不測の支障の発生、その他正当な理由があるときは、理由を記した書面によ

り、甲に対し仕様書の変更を協議できるものとする。 
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（著作権等） 

第5条 乙は、広告作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づき保護される第三者の権利の対象になっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用

に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

（支払遅延） 

第6条 乙は、広告掲載料を甲が定める期限までに支払わなかったときは、当該広告掲載料について、

遅延日数に応じ年3％に相当する額を、延滞金として甲に支払わなければならない。ただし、その金

額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金

額を切り捨てるものとする。 

 

（契約の解除） 

第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

(1) 契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき 

(2) 履行期限までに履行の完了の見込みがないとき 

(3) 広告掲載料を、その納入期限後1ヶ月以上を経過しても納入しないとき 

(4) 乙が破産の申し立て、更正手続き開始の申し立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が不

健全となり、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき 

(5) 乙又は広告主に重大な社会的信用失墜行為があるとき 

（6）乙が石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。）第2条第1号

に規定する暴力団又は以下に該当する者であることが判明したとき 

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店、営業

所その他の事業所を代表する者をいう。以下同じ。)が、条例第 2 条第 3 号に規定する暴力

団員(以下「暴力団員」という。)である者 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したことがある者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（7）前号のほか、乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないとき 

2 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合においては、乙は、甲に対して損害賠償請求その他

一切の請求を行うことができない。 

 

（乙の解除権） 

第8条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除できるものとし、このため

に甲に損害が生じてもその責を負わないものとする。 

(1) 仕様の大幅変更により、契約の目的を達成することができないとき 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により契約を履行することができないとき 

 

（損害賠償） 

第9条 乙は、甲に対し、乙が作成した広告が法令等に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するも

のではないことを保証するものとする。 

2 乙が作成した広告を掲載したことにより、甲が第三者から損害賠償請求等を受けたときは、乙の責

任及び負担においてこれを処理しなければならない。ただし、損害の発生が甲の責めに帰すべき理由

による場合においてはこの限りではない。 

3 乙は、乙が作成した広告が法令等に違反し、又は第三者の権利を侵害していることを理由として甲

に損害又は損失が発生した場合においては、当該損害又は損失を補償しなければならない。 
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4 甲は、乙が作成した広告を掲載したことにより乙に損害が発生した場合でも、乙に対して何らの責

任も負わない。 

 

（秘密の保持） 

第10条 乙及び甲は、この契約の履行上知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 

2 前項の規定は、この契約の終了又は解除の後も効力を有する。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第11条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（契約の費用） 

第12条 この契約の締結及び解除に関する一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（広告内容等の修正） 

第13条 甲は、広告の内容、デザイン等が各種法令や要綱等及び仕様書に違反していると判断したとき

は、乙に対して広告の内容等の修正を求めることができる。 

 

（広告掲載の取り消し） 

第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への催告その他何らの手続きを要すること

なく、広告の掲載を取り消すことができる。 

（1）広告主、広告内容、デザイン等が、各種法令や要綱等及び仕様書に違反しているとき 

（2）その他、広告掲載が適切でないと甲が判断したとき 

2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合、当該印刷物発行部数相当の広告掲載料は減額しな

い。 

 

（広告掲載の取り下げ） 

第15条 乙は自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。 

2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、乙は書面により事前に甲に申し出なければならな

い。 

3 広告掲載を取り下げた場合、当該印刷物発行部数相当の広告掲載料は減額しない。 

 

（広告掲載料明細書の提出） 

第16条 乙は広告掲載料明細書を甲が定める期限までに提出しなければならない。 

 

（裁判管轄） 

第17条 この契約に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、金沢地方裁判所で行うものとする。 

 

（その他） 

第18条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して定める。 
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（契約書第 3 条関係） 

 

印刷物広告掲載確認書（様式） 

 

印刷物 ○○○○ 

次のとおり広告が掲載されていることを確認しました。 

令和○○年○月○日（○）○○○課 ○○ ○○   

 

今回発行部数 ○○○部 

広告掲載画像 

 

別添のとおり（印刷物添付） 

備考  
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（契約書第 16条関係） 

石川県発行印刷物への広告掲載に係る 

広告掲載料明細書（印刷物 A） 
 

令和  年  月  日 

石川県知事 馳 浩 様 

 

所 在 地 

名    称 

代表者職氏名              印 

 

 

 

契約金額  ￥            

 

広告媒体名 金 額（円） 摘 要 

財政のあらまし   

給与支給明細書   

石川県立美術館令和 9年度展覧会スケジュール   

石川県立美術館だより   

石川れきはく   

県政学習バス   

こどもの救急   

はくさん   

晴れたらいいね   

※各印刷物の金額欄には、消費税及び地方消費税を加えた額を記入してください。 
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広 告 掲 載 契 約 書 

 

 

1 契約の名称  石川県発行印刷物への広告掲載に係る契約 

 

2 契約期間   契約締結日から全ての印刷物の発行が終了する日まで 

 

 

3 契約金額 ￥                

 （うち消費税及び地方消費税額 ￥        ） 

 

4 契約保証金 免除 

 

 

石川県（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、甲の発行する印刷物〔石川県

広報誌「もっといしかわ」（以下「印刷物」という。）〕に乙が甲に提出する広告を掲載することに

ついて次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 

 

 

令和8年  月  日 

 

甲  石 川 県 

 

石 川 県 知 事  馳   浩 

 

 

乙  所 在 地  

 

   名 称 

 

代 表 者 職 氏 名 
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本契約に基づき、乙が印刷物に掲載できる広告の規格、内容及び掲載方法については、「石川県広告

事業要綱」及び「石川県広告事業掲載基準」（以下「要綱等」という。）並びに石川県発行印刷物への

広告掲載に係る仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 

 

（広告原稿の作成及び掲載） 

第1条 乙は、印刷物に対して広告掲載を希望する広告主を募集するとともに、広告原稿を作成して甲

に提出するものとする。 

2 甲は、仕様書に基づき、乙が提出した広告原稿を印刷物に掲載するものとする。 

3 乙は、提出する広告原稿について、事前に甲の承諾を得るものとする。 

4 乙は、各印刷物について甲の定める日までに、甲の定める形式で、甲の定める場所に広告原稿を提

出する。 

5 乙が前二項に掲げることを行わない場合には、乙は広告を掲載できないものとする。この場合にお

いて、甲は乙が広告を掲載することができなくなった箇所に、甲が指定するものを掲載することがで

きる。 

6 乙は、本契約の履行に関して、甲から必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速やか

にこれに応じなければならない。 

7 広告原稿作成に係る全ての費用は乙が負担するものとする。 

 

（広告掲載料） 

第2条 乙は、甲に提出した第16条に定める広告掲載料明細書に基づき、甲が発行する納入通知書によ

り、発行された号の分につき、発行された日から30日以内に広告掲載料を支払うものとする。なお、

納期の末日が日曜日及び土曜日の場合その直近の金曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の

場合その前日、12月29日から1月3日の場合12月28日とする。 

2 乙が広告原稿を甲に提出しなかった場合その他乙の責めに帰すべき事由により広告を掲載できなか

ったときは、乙は、甲に対し、広告掲載料の減額請求、損害賠償請求その他一切の請求を行うことが

できない。 

3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により乙が作成した広告が掲載されなかったときは、甲に対し、第

16条に定める広告掲載料明細書により乙が評価した広告掲載料に基づいて、当該印刷物広告が掲載さ

れなかった当該号分又は発行部数に係る広告掲載料の減額を、甲乙協議のうえ、請求することができ

る。 

 

（広告掲載確認書） 

第3条 甲は、印刷物について、印刷物広告掲載確認書を作成し、乙に送付するものとする。作成する

日は、各号が発行された日とする。 

 

（仕様書の変更） 

第4条 甲は、必要があると認めるときは甲乙協議のうえ、仕様書の内容を変更することができる。 

2 乙は、仕様書の不備、不測の支障の発生、その他正当な理由があるときは、理由を記した書面によ

り、甲に対し仕様書の変更を協議できるものとする。 

 

（著作権等） 

第5条 乙は、広告作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づき保護される第三者の権利の対象になっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用

に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

（支払遅延） 

第6条 乙は、広告掲載料を甲が定める期限までに支払わなかったときは、当該広告掲載料について、

遅延日数に応じ年3％に相当する額を、延滞金として甲に支払わなければならない。ただし、その金

額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金

額を切り捨てるものとする。 
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（契約の解除） 

第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

(1) 契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき 

(2) 履行期限までに履行の完了の見込みがないとき 

(3) 広告掲載料を、その納入期限後1ヶ月以上を経過しても納入しないとき 

(4) 乙が破産の申し立て、更正手続き開始の申し立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が不

健全となり、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき 

(5) 乙又は広告主に重大な社会的信用失墜行為があるとき 

（6）乙が石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。）第2条第1号

に規定する暴力団又は以下に該当する者であることが判明したとき 

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店、営業

所その他の事業所を代表する者をいう。以下同じ。)が、条例第 2 条第 3 号に規定する暴力

団員(以下「暴力団員」という。)である者 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したことがある者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（7）前号のほか、乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないとき 

2 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合においては、乙は、甲に対して損害賠償請求その他

一切の請求を行うことができない。 

 

（乙の解除権） 

第8条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除できるものとし、このため

に甲に損害が生じてもその責を負わないものとする。 

(1) 仕様の大幅変更により、契約の目的を達成することができないとき 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により契約を履行することができないとき 

 

（損害賠償） 

第9条 乙は、甲に対し、乙が作成した広告が法令等に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するも

のではないことを保証するものとする。 

2 乙が作成した広告を掲載したことにより、甲が第三者から損害賠償請求等を受けたときは、乙の責

任及び負担においてこれを処理しなければならない。ただし、損害の発生が甲の責めに帰すべき理由

による場合においてはこの限りではない。 

3 乙は、乙が作成した広告が法令等に違反し、又は第三者の権利を侵害していることを理由として甲

に損害又は損失が発生した場合においては、当該損害又は損失を補償しなければならない。 

4 甲は、乙が作成した広告を掲載したことにより乙に損害が発生した場合でも、乙に対して何らの責

任も負わない。 

 

（秘密の保持） 

第10条 乙及び甲は、この契約の履行上知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 

2 前項の規定は、この契約の終了又は解除の後も効力を有する。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第11条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 
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（契約の費用） 

第12条 この契約の締結及び解除に関する一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（広告内容等の修正） 

第13条 甲は、広告の内容、デザイン等が各種法令や要綱等及び仕様書に違反していると判断したとき

は、乙に対して広告の内容等の修正を求めることができる。 

 

（広告掲載の取り消し） 

第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への催告その他何らの手続きを要すること

なく、広告の掲載を取り消すことができる。 

（1）広告主、広告内容、デザイン等が、各種法令や要綱等及び仕様書に違反しているとき 

（2）その他、広告掲載が適切でないと甲が判断したとき 

2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合、当該印刷物発行部数相当の広告掲載料は減額しな

い。 

 

（広告掲載の取り下げ） 

第15条 乙は自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。 

2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、乙は書面により事前に甲に申し出なければならな

い。 

3 広告掲載を取り下げた場合、当該印刷物発行部数相当の広告掲載料は減額しない。 

 

（裁判管轄） 

第16条 この契約に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、金沢地方裁判所で行うものとする。 

 

（その他） 

第17条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して定める。 
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（契約書第 3 条関係） 

 

印刷物広告掲載確認書（様式） 

 

印刷物 ○○○○ 

次のとおり広告が掲載されていることを確認しました。 

令和○○年○月○日（○）○○○課 ○○ ○○   

 

今回発行部数 ○○○部 

広告掲載画像 

 

別添のとおり（印刷物添付） 

備考  
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石川県広告事業要綱 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、県が保有する資産（県の発行する印刷物、県のホームページ等含む。

以下、「県有資産」という。）を有効活用し、民間事業者その他の事業者（以下、「事業者」

という。）の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第 2 条 広告事業は、県有資産の有効活用を図るほか、県の新たな財源を確保し、県民サ

ービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第 3 条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（1）広告 

事業者により、その事業活動のため常時又は一定の期間継続して公衆に表示される 

ものをいう。 

（2）広告媒体 

施設（設備等を含む。以下において同じ）、刊行物その他の広告を掲載することがで 

きる県有資産をいう。 

（3）広告主 

広告掲載を希望する事業者をいう。 

（4）広告取扱事業者 

広告主の募集や広告の作成等を行う広告代理店をいう。 

 

（広告事業の範囲） 

第 4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告事業の対象外とする。 

（1）法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

（2）人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

（3）政治性のあるもの 

（4）宗教性のあるもの 

（5）社会的な問題についての主義主張にあたるもの 

（6）公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの 

（7）前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの、 

その他広告として表示することが適当でないと認められるもの 

2 前項に定めるもののほか、広告事業の対象範囲に係る基準については、別に定める。 

 

（広告取扱事業者の募集方法等） 

第 5 条 広告取扱事業者の募集方法、選定方法等については、広告の媒体ごとに別に定め

る。 

 

（広告掲載料） 

第 6 条 広告掲載料は、類似の取引事例を勘案のうえ、広告取扱事業者の募集開始前に定

めるものとする。ただし、募集開始前に広告掲載料を定めることが適当でないと認めら

れる方法により募集する場合はこの限りではない。 

 

（広告掲載の申込等） 

第 7条 広告主は、広告取扱事業者に広告の掲載を申し込むものとする。 

2 広告は、広告取扱事業者が第 4条の規定に基づき作成する。 
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3 広告主は、広告取扱事業者が定める手続に従い、広告取扱事業者に広告料を支払うもの

とする。 

 

（審査機関） 

第 8条 広告掲載の可否を審査するため、広告事業審査会（以下、「審査会」という）を設

置する。 

2 審査会の委員長は、資産活用室長を、委員は資産活用室次長及び総務課長をもってあて

る。ただし、委員長が必要と認めるときには、これら以外の者を委員に加えることがで

きる。 

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員

がその職務を代行する。 

 

（審査会の会議） 

第 9 条 審査会の会議は、広告掲載の可否について疑義が生じた場合において、委員長が

必要と認めたときに、委員長が招集する。 

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。 

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

5 委員長は、広告等を掲載するそれぞれの県資産を所管する所属の長を審査会に出席させ、

その意見又は説明を求めるものとする。 

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

7 委員長は、その審議事項が緊急を要するため審査会の会議を招集するいとまがないと認

めるときは、持ち回り決裁により当該審議事項を決定することができる。 

 

（審査会の庶務） 

第 10条 審査会の庶務は、総務部管財課資産活用室において処理する。 

 

（広告に関する責任） 

第 11 条 表示した広告に関する責任は、広告主又は広告取扱事業者（以下、「広告主等」

という。）が負う。 

2 広告に虚偽があることが判明した場合は、広告の表示の中止等適切な措置をとるものと

し、これに伴い生じる経費は広告主等が負担する。 

3 広告主等は、広告に関わる財産権の権利についての手続きを完了し、広告内容等につい

て第三者の権利を侵害しないものとする。 

4 第三者から、広告の表示に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合

は、広告主等の責任及び負担において解決しなければならないものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 19年 3月 15日から施行する。 

この要綱は、平成 22年 4月 6日から施行する。 

この要綱は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

この要綱は、令和 2年 12 月 18日から施行する。 
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石川県広告事業掲載基準 

（趣旨）  

第1条 この基準は、石川県広告事業要綱（以下「要綱」という。）第4条第2項に規定する広告事業の対

象範囲に係る基準を定めるものとする。  

 

（業種又は事業者）  

第2条 次の業種又は事業者の広告は掲載しない。なお、広告を掲載中であっても、次の業種又は事業者

に該当するに至った場合も同様とする。  

（1）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当するもの  

（2）ギャンブルに係るもの（宝くじ、競馬に係るものを除く）  

（3）消費者金融に係るもの  

（4）法律の定めのない医療類似行為を行うもの  

（5）民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中のもの  

（6）県の指名停止措置を受けているもの  

（7）石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員であると認

められるもの  

（8）その他、広告を表示する業種又は事業者として適当でないと認められるもの  

 

（選定順位）  

第3条 広告主を選定する場合、県内に事業所等（本社、支店、営業所、店舗等）を有するものを優先し、

表示するものとする。  

2 前項の規定のほか、掲載希望期間が長いもの等広告媒体毎に優先すべき事項を定めることができる。  

3 前2項の規定によっても、枠数を超えるときは、抽選により決定する。  

 

（掲載基準）  

第4条 広告掲載の基準は、次のとおりとする。なお、県は必要に応じ広告内容の修正・削除等を、広告

または広告取扱事業者（以下「広告主等」という。）に依頼できるものとする。広告主等は正当な理

由がない場合は、修正・削除に応じなければならない。  

（1） 次のいずれかに該当する内容の広告は掲載しない。  

①法令等により製造、販売、提供等をすることができない商品又はサービス、許可等を受けていな

い商品その他広告として表示することが適当でないと認められる商品又はサービスに係るもの  

②比較広告に該当するもの（二重価格表示があるもの、第三者が推奨又は保証する記述があるもの

を含む。）  

③懸賞広告及びクーポン付き広告に該当するもの  

④第三者の著作権、財産権、プライバシーなどを侵害するおそれがあるもの  

⑤公の選挙の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの  

⑥非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそ

のおそれがあるもの  

⑦事実と異なる内容を含むもの  

⑧国内世論が大きく分かれているもの  

⑨水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で表示に必然性がないもの  

⑩次のいずれかに該当するものであって、青少年にとって有害であると認められるもの  

ア 性的感情を著しく刺激するもの  

イ 犯罪を誘発するもの又はその恐れがあるもの  

ウ 粗暴性又は残虐性を助長するもの又はそのおそれがあるもの  

⑪美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの  

⑫内容又は責任の所在が不明確なもの  

⑬その他、広告として掲載することが適当でないと認められるもの  
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（2）消費者の利益の確保及び公正な競争の観点から、次の表示（表現）を含む広告は掲載しない。  

①実際よりも、又は競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると消費者に誤認される表

示（不当表示）  

②射幸心をあおる表示  

③その他、消費者に誤認されるおそれのある表示  

 

（対象範囲の特例）  

第5条 この基準に定めるほか、行政目的に支障があるなどの理由により、広告掲載に関する制限等につ

いて、別に定めることができる。  

 

附 則  

この基準は、平成19年3月15日から施行する。  

 

附 則  

この基準は、平成23年4月 1日から施行する。  

 

附 則  

1 この基準は、平成23年12月20日から施行する。  

2 この基準の施行前に県との間で締結された契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この基準は、平成 24年 12 月 18日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、令和 2年 12月 18日から施行する。 

 


